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◆ [貸料収入の認識について] 

企業が固定資産またはその他有形資産の使用権を提供して得た賃貸料収入は、取引契約等に規定された賃

借人による賃貸料の支払い日に収益を認識する。取引契約等に規定された賃貸期限が年度を跨ぎ前払いされ

る場合、収入と費用の比例配分の原則（実施条例第 9条）に従い、すでに認識した収入を、賃貸期間に応じ

て各年度の収益として按分する。 

賃貸方が、中国国内に何からの関連機構を有し、企業所得を申告納付する非居住企業である場合において

も、本条の規定が適用される。 

 

◆ [持分譲渡所得の認識とその計算について] 
企業の持分譲渡収入は、譲渡協議が発効し、持分変更手続が完了した時点で、収益を認識する。     

持分譲渡所得 ＝ 持分譲渡収入 － 当該持分を取得するために発生した原価（※） 

（※）被投資企業の株主留保収益のうち当該持分により分配可能な金額を控除してはならない。 

 

◆ [配当等 投資収益の認識について] 

企業が取得した配当等の授資収益は、被投資企業の株主または株主総会が剰余金の処分または株式転換を

決定した時点で認識する。 

 

←解 説  
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の収益について、認識基準が明確化されま 

した。 
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中国での所得税法実施に

際し、実務上疑問とされや

すい点について、今回の通

知により、一層明確になりま

した。以降 2 回に渡り、お知

らせします。 


